
 

 

「光の道」構想に関する意見 

 

意見提出元 個人 

 

意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバン

ド基盤の未整備エリア

（約１０％の世帯）に

おける基盤整備の在り

方についてどのように

考えるか。 

超高速ブロードバンド基盤のアクセス部分は従来の銅線ベー

スのアクセス回線に代わるブロードバンド・ユニバーサルア

クセス回線と考えるべきである。したがって未整備エリア（約

１０％の世帯）についても次に述べる方法によりＦＴＴＨを

主体としたブロードバンド・ユニバーサルアクセス回線を整

備すべき、と考える。 

   

 

２．超高速ブロードバン

ドの利用率（約３０％）

を向上させるために

は、低廉な料金で利用

可能となるように、事

業者間の公正競争を一

層活性化することが適

当と考えられるが、Ｎ

ＴＴの組織形態の在り

方も含め、この点につ

いてどのように考える

か。 

 

“利用率が約３０%と低いのは使いたいサービスが無いから”

だ、との“鶏と卵”の議論があるがこれは無益な議論である。

リスクを取って超高速ブロードバンド基盤の整備を先行すれ

ばインターネットの発展に見られるように利用については多

数の起業家などによる衆知が集まる。 

 

問題は超高速ブロードバンド基盤の核であるブロードバン

ド・ユニバーサルアクセス回線を如何に構築すべきか、であ

る。 

現在は歴史的経緯でＲｏＷを保有するＮＴＴか親会社である

電力会社のＲｏＷを使用する電力系通信事業者が圧倒的に有

利な立場にありＮＣＣが新たにＲｏＷを取得してＮＴＴ，電

力系事業者に対して競争力を持ったアクセス回線を構築する

ことは不可能である。ＮＣＣがＮＴＴ，電力会社などのＲｏ

Ｗを使用するための“ガイドライン”が作られているがこれ

は”ＮＣＣにとっては競争会社であるＮＴＴや電力会社のＲ

ｏＷに余裕があれば使わせてもらえる“趣旨のものでＮＴＴ

や電力会社は実効的に“拒否権”持ちＮＣＣが使いた時に使

いたい場所のＲｏＷを適切な対価で使えることを保障するも

のではない。 

即ちＮＴＴ，電力系以外のＮＣＣが経済合理的に超高速ブ

ロードバンド基盤の核であるブロードバンド・ユニバーサル

アクセス回線を構築する方法は現状では存在しない。 

これは総務省が公表しているＦＴＴＨの市場シェアを見れ 

ば明らかである。 

一方アクセス部分が通信事業の重要な要素であることに議

論の余地は無い。  

No.２ 



 

したがって早急にＮＴＴのアクセス回線部分を機能分離して

ＮＣＣがＮＴＴと公正に競争できる環境を整えるべきであ

る。 

さらにはＮＴＴの既存アクセス部分や電力系通信会社など 

の既存アクセス部分を核にした“光の道会社”を設立しＦＴ 

ＴＨを主体としたブロードバンド・ユニバーサルアクセス回

線を整備すべき、と考える。 

 

これは高速道路会社が一元的に高速道路を整備することによ

り高速道路という整備に多額の資金と時間がかかるインフラ

を効率よく作りながらそこを走る自動車は多数の自動車会社

が自由に競争しながら多種多様な自動車を販売することによ

りユーザは自分の好みに合った自動車を選ぶことが出来る、

いう環境と同じである。 

ＮＴＴとＮＣＣは光の道会社が一元的に整備したＦＴＴＨを

主体としたブロードバンド・ユニバーサルアクセス回線を公

平・公正に使ってサービス競争をする環境を整えることこそ

“早く安く安全な”日本の次世代通信インフラを構築する方

法と考える。 

                        以上 

 


